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平素より、当メールマガジンを御愛読いただきありがとうございます。 

新年度がスタートし、異動や引っ越しをした方々も少しずつ新たな環境に慣れ始め

てきた頃かと思います。新たに交通関係の業務に携わることになった方もいらっしゃ

るのではないかと思いますが、そのような方には是非本メールマガジンをご覧いただ

き、公共交通に関心を深めていっていただければと思います。 

４月配信のメールマガジンは以下の内容でお送りいたします。 
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○通学需要の取り込みに向けた取組みの周知・奨励を行いました（公共交通政策

部） 

現在、地域公共交通の確保・維持が喫緊の課題となっているところですが、全国に

は、高校の新学期に合わせた営業活動等により、学生の通学需要を取り込むことに

成功し、経営の改善を図っている事例も見られるところです。 

そこで、国土交通省総合政策局公共交通政策部は、省内関係局と共同で、高校等

の新学期を迎えるに当たり、通学需要の取り込みに向けた取組み事例の周知・奨励

を行いました。 

 

【取組みの例】 

・新入生に対する PR、営業活動（新入生説明会でリーフレット配布等） 

・企画乗車券の販売（エリア内のバスに通学区間に限らず乗車可能な定期券等） 

・通学の利便性に配慮した路線、時刻の設定 

・鉄道、バスの両方で使用出来る定期券の販売 

 

公共交通政策部としては、引き続き、地域公共交通に関するベストプラクティスの

周知・奨励を行っていきたいと考えております。 

 



○札幌市申請の軌道運送高度化実施計画の認定について（鉄道局） 

鉄道局では、札幌市から申請のあった地域公共交通の活性化及び再生に関する

法律第9条第1項の規定に基づく軌道運送高度化実施計画の認定事案につき、平成

25 年 4 月 8 日付けで国土交通大臣による認定を行いました。 

 （参考） 

・認定申請：平成 24 年 12 月 14 日 

・計画期間：平成 25 年度～平成 32 年度 

・事 業 費：約 59 億円 

 

 この軌道運送高度化実施計画の認定は、平成 20 年 2 月の富山市内路面電車環状

線化以来 5 年ぶり、2 回目の事例となります。 

 

【札幌市の軌道運送高度化実施計画の認定申請までの背景】 

札幌市では『持続可能なコンパクト・シティへの再構築』を都市づくりの理念とし、こ

れまで将来交通に対する考え方や、交通戦略について取りまとめをしてきました。そ

して、交通戦略のうち、路面電車に関する取組（既存路線の環状化等）について、交

通事業者や関係機関と連携して策定した「札幌市地域公共交通総合連携計画」（平

成 24 年 11 月）の事業として位置付け、今回の軌道運送高度化実施計画の認定申請

を行いました。 

 

【計画内容と効果】 

■路線のループ化（環状線化） 

・現在、札幌市の路面電車は、西4丁目停留場からすすきの停留場までの8.5㎞の区

間を走行している。その区間を延長し、0.4 ㎞の新線を建設することで、路線をルー

プ化（環状線化）させる。 

➾既設線沿線の全ての施設へ最短でアクセスが可能となるため、回遊性が向上

する。 

 

・また、0.4 ㎞の新線区間は、歩道側を走行するサイドリザベーション方式で整備を行

う。 

➾誰もが気軽に歩道から乗り降りできるため、利便性が高まる 

 

・新線区間の途中（狸小路付近）に、新しい停留場を設置する。 

（これらの整備は、平成 27 年春までに実施予定） 

 

 
路線延長 

  既設線：８．５㎞ 
 新  線：０．４㎞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■新型低床車両の導入 

・運転開始後 50 年以上を経過した老朽車両の更新に併せ、新型低床車両をループ

化の実現（平成 27 年春）までに 3 両導入する。さらに、札幌市の路面電車の車両は、

30 両（ササラ電車を除く。）のうち 24 両が運転開始後 50 年を経過しているため、3

両導入後も計画的に新型低床車両を導入する。 

なお、新型低床車両は全長 17ｍ、定員 71 名の加速及び減速性能に優れたバリ

アフリー対応車両である。 

➾段差が少なくなることから、高齢者をはじめ多くの利用者の利便性が向上する

ほか、定時性の確保、速達性の向上が図られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■既設線の機能向上 

・低床車両の導入にあわせて、すべての停留場のバリアフリー化を進める。 

➾停留場の幅が 1ｍ程度から 2ｍ程度拡幅されるほか、新型低床車両との段差

も少なくなり、バリアフリー化が図られる。 

   

・振動等を抑えるレールへ改良する。 

➾車両の振動や騒音が抑えられ、乗り心地が向上する。 

   

・ＩＣカード「ＳＡＰＩＣＡ」を導入する。 

➾地下鉄やバスとの乗継が可能となり、これまでより短時間でスムーズに乗降車

することができるようになる。 

 

【最後に】 

鉄道局都市鉄道政策課では、路面電車が公共交通ネットワークの機能として、利

便性の高い生活を支えるとともに、まちの個性や賑わいを創出するといった路面電車

の特性を生かし、魅力ある都心の創造等に寄与されるよう期待しております。 

 

  

○「デマンド型交通の手引き」を作成しました（中部運輸局） 

路線バスの利用者は、少子高齢化、人口減少、マイカーの普及等により長年減少

が続いており、特に利用者が少ない路線について、バス事業者が撤退せざるを得な

い状況となっています。一方、住民の移動手段の確保のために地方自治体が運行す

るコミュニティバスは、路線バスの廃止に呼応する形で徐々に増加し、中部運輸局管

内では全市町村の 9 割が運行するに至っています。 

しかし、コミュニティバスの拡大が、自治体の財政負担の増大を招くこととなり、ここ

数年、財政負担の軽減や公共交通空白地域の解消のため、デマンド型交通を導入

する自治体が急増しています。デマンド型交通は、路線定期型交通と異なり、運行方

式、運行ダイヤ、発着地（ＯＤ）自由度の組み合わせにより様々な運行形態がありま



すが、運行形態を充分に検討することなく導入を決定してしまう事例も散見される状

況となっています。 

そこで、中部運輸局は、デマンド型交通に関する調査を実施し、今後、自治体がデ

マンド型交通の導入を検討していく上での留意点をまとめた「デマンド型交通の手引

き」を作成しました。 

本手引きは、デマンド型交通の特徴や導入に向けて検討すべき項目などを導入事

例や図表を使って分かりやすく説明しています。 

デマンド型交通を含め、地域公共交通のあり方について検討している自治体が、

地域に根ざしたよりよい公共交通体系を構築して頂くための資料として活用して頂き

たいと考えています。 

 

＜「デマンド型交通の手引き」の構成＞ 

 

序  章 導入が進むデマンド型交通の問題点 

第 1 章 デマンド型交通の特性と中部運輸局管内における 

  導入状況 

第 2 交通の導入の妥当性の検討に関する 

第 3 章 ド型交通の導入を進める上で留意すべき 

第 4 章 ド型交通の位置づけの明確化 

 

 

「デマンド型交通の手引き」は以下のＵＲＬからダウンロードできます。 

h

章 デマンド型

事項 

デマン

事項 

デマン

※

ttp://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/tsukuro/joho/demando/index.html 

 

 

イベント情報 ： Qサポネット勉強・交流会の開催（九州運輸局企画観光部）○  

トす

る

勉強・交流会が開催されることとなりました。 

今 、

話でございますの

で

大分大学の大井准教授が世話人代表を務めておられる「地域と交通をサポー

ネットワーク in Kyushu（略称：Ｑサポネット）」では、地域公共交通に関わっている

地域住民、交通事業者、行政、交通コンサルタント、研究者等が、立場を超えて自由

な意見交換を行うネットワークをつくるため、勉強・交流会（講習会とワークショップ）を

年に 3～5 回開催されております。  

平 25 年 5 月 18 日に本年度第 1 回

回は、高速バスマーケティング研究所株式会社 代表 成定竜一氏を講師に迎え

新高速乗合バス制度についての話題提供とのことでございます。 

大井准教授より、「今後の自治体・事業者のバス運営にも関わる

、ぜひ多様な立場の方にご参加いただければ幸いです」とのご案内をいただいてお

りますのでご興味をお持ちの方はご参加を検討なさってはいかがでしょうか。 

詳細は、公式ブログ（http://qsuppo-net.blogspot.com/ ）に記事がございますので

ご

加希望の方は、以下の要領により Q サポ事務局まで直接申し込みいただくよう

お

下、Q サポ事務局からのご案内から抜粋です 

 

覧ください。 

 

参

願いいたします。先着 80 名とのことです。 

 

以



■ 参加申込・問合せ先 

ット第１回勉強会申込み」と記入いただき、 

事項は消してください） 

の お送りください。 

（

ご記入の上、097-554-7697（大分大学大井研究室）ヘお送りください。 

（

がおりませんので、ご連絡はメールか FAX でお願いします。 

 

 申込み締切  5 月 10 日（金）必着 

す。お早めにお申し込み願います。 

--------------------（ここから下を送信願います）-------------------- 

 

Ｑサポネット 2013 年 5 月 18 日 勉強会 参加申込書 
電子メール qsu 室） 

 氏 名  ： 

○ 

 

レス： 

ずれかに○をお願いします

（１）電子メール 

件名を「Ｑサポネ

① 下記申込み書式に入力して添付ファイルで送信（不要な

② 下記書式の必要事項（内容）をメール本文に記載して送信 

いずれかで qsuppo.net@gmail.com（本会専用メールアドレス）へ

２）ファクス 

下記書式に

３）お問合せ 

専属のスタッフ

■

会場の都合上、先着 80 名とさせて頂きま

 

 

 

 

 

ppo.net@gmail.com  FAX 097-554-7697（大分大学大井研究

 

○

 (ふりがな)： 

所 属  ： 

○ 役 職  ： 

○ 電話番号 ：

○ 電子メールアド

○ 懇親会の参加希望（い ）： ① 参加 ・ ②  不参加 

びくださ

登録を希望する ・ ② 案内登録を希望しない ・ ③ 既に案内登録依頼済み 

○今

などをお聞かせく

 

----------------------------------------------------------------- 

  

○ メールでの案内希望（メールにより次回開催案内を行います。ご希望の方はお選

い）： 

①案内

回の講座でお尋ねになりたいことがありましたら、お知らせください。 

（今回ご欠席の場合は、今後取り上げていただきたい内容や開催地希望

ださい） 

 

 



○九州管内の国の機関で初 九州運輸局がエコ通勤優良事業所認証取得！（九州

運輸局交通環境部） 

  地球温暖化の要因の一つとされている温室効果ガス、特に CO2（二酸化炭素）に

ついて、運輸部門からの排出が全体の約 2 割を占め、そのうちの約 50％、全体では

10％相当が家庭用の自家用自動車から排出されています。 

九州運輸局では、交通における地球温暖化防止策の一つとして、過度なマイカー

使用から公共交通機関等への転換を促進することにより、公共交通機関の利用促進

とともに CO2 を削減し温暖化防止を図るべく取り組みを実施しているところです。 

取り組みとしては、管内自治体及び企業に対し、エコ通勤優良事業所認証制度（※)

の取得やエコドライブの推進を要請、また、管内の小学生を対象にした交通エコロジ

ー教室を開催し、環境問題の重要性を学習・認識していただくとともに、環境にやさし

い公共交通機関の利用促進を啓発しています。 

今般、九州運輸局の取り組みをより効果的なものにするため、九州運輸局本局及

び全支局等を含めた環境対策の実施要領を定め、業務の一環として統一的かつ積

極的な交通環境対策を実施することとしました。 

 

具体的には、 

① 官用車の運転については、エコドライブを実施する。 

② 月に一日は、官用車を使用しないノーカーデーを設定し実施する。 

③ 職員の通勤について、月に一日は、マイカー通勤から公共交通機関・自転

車・徒歩等に転換するノーマイカーデーを設定し実施する。 

④ ノーマイカーデーのとりくみを柱として、本局・全支局・全事務所において、 

エコ通勤優良事業所認証を取得する。 

の取り組みを実施します。 

     

これらの取り組みの一つであるエコ通勤優良事業所認証を平成 25 年 3 月 29 日に

九州管内の国の機関で初、国土交通省内でも初めて九州運輸局本局・福岡運輸支

局北九州自動車検査登録事務所・熊本運輸支局三角庁舎・宮崎運輸支局において

取得しました。 

なお、引き続き同認証を九州運輸局の全ての支局・事務所（全 22 箇所）で取得す

ることを目指し、鋭意取り組みを進めております。 

地球環境保全や環境に優しい通勤にご関心の事業所・自治体等官公署様におか

れましては、是非「エコ通勤優良事業所認証」取得をご検討下されば幸いです。 

 

 （※）エコ通勤優良事業所認証制度 

地球環境問題に対応して、マイカーから公共交通機関・徒歩・自転車などへ通勤手

段を転換するエコ通勤に関しての意識が高く、エコ通勤に関する取り組みを自主的か

つ積極的に推進している事業所、自治体を優良事業所として認証し、登録するととも

に、その取組み事例を広く国民に周知することにより、エコ通勤の普及促進を図るこ

とを目的としています。 

認証・登録機関は、公共交通利用推進等マネジメント協議会（認証制度事務局：公

益財団法人 交通エコロジー・モビリティ財団、国土交通省）が認証・登録します。 

有効期間は２年間で、取組報告の内容により更新できます。 

 

エコ通勤優良事業所認証制度については、国土交通省エコ通勤ポータルサイトを

ご参照ください。 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/ecommuters/ 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/ecommuters/
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/ecommuters/


○「くまモン」も参加！熊本県ノーマイカー通勤デー・パレードに参加しました（九州運

輸局交通環境部） 

九州運輸局熊本運輸支局は、4 月 17 日（水）、熊本県ストップ温暖化県民総ぐるみ

運動推進会議（会長：蒲島熊本県知事）主催の熊本県ノーマイカー通勤デー・パレー

ドに参加しました。 

熊本県では、平成 20 年 4 月から県下一

斉に毎月第 3 水曜日を「熊本県ノーマイカ

ー通勤デー」と設定し、地球温暖化防止に

向けて取り組まれており、パレードは、ノー

マイカー通勤デーの普及啓発及び参加促

進を図るために毎年この時期に実施して

いるものです。 

朝 7 時 30 分、小雨の降る中、主催者挨

拶や熊本県「営業部長」の「くまモン」の見

送りから始まり、7 時 40 分に熊本県バス協

会や、バス事業者も含む参加者約 100 人 

が啓発用プラカードを持ちながら雨中行軍を 

開始し、途中からさらに強烈な雨に見舞われ 

熊本市役所玄関前で参加者を出迎えた

「くまモン」と、パレードに参加した幸山熊

本市長（右端） 

たものの、約 2.3 キロ先の熊本市役所までパレードしました。 

悪天候の中、熊本市民の皆様に「車に過度に頼らない生活」を十分にアピールしま

した。 

 

 

○編集後記 

いつもご愛読いただきありがとうございます。国土交通省総合政策局公共交通政

策部交通計画課の菊地です。 

平成 25 年 2 月配信の 17 号において、公共交通の利用促進を目的としたゆるキャ

ラの募集を行ったところですが、記憶にございますでしょうか。 

なんと、この募集に対し、今回投稿がありました！キャラクターの外観だけでなく、

プロフィールまでつけてご応募いただきました。この場を借りてご紹介させていただき

ます。 

 

【お名前】 のりたろう 

【ご略歴】 公共交通機関が好きなものの、猫であることを理由に各交通

機関の採用を拒否され、やり場のない情熱から、自らが新たな

ハイブリッド公共交通機関になろうと決心し、かようなスタイルに

なった 

【備考】 ・移動手段は徒歩 

 ・猫であるため 100 歩ごとに休憩が必要 

・乗員可能数は運転手を含め一人 

 

世はゆるキャラ戦国時代。群雄割拠の日本において、のりたろう君（男の子だそう

です）はどこまで登りつめることが出来るのでしょうか。乞うご期待（？）です！ 

さて、ゆるキャラ募集については一端区切りをつけさせていただきますが（熟考され

ている方がいらっしゃったら申し訳ございません）、公共交通の利用促進を図ることが

重要であることに変わりはありません。電車やバスを利用する際には、ゆるキャラに



よる啓発活動も含め、公共交通機関の利用促進に資する取組みについて考えてみて

いただけると幸いです。良い案が浮かびましたら是非教えてください。 

 

※掲載にあたっては、事前に投稿者に掲載の可否を確認しております。 

※あくまでも本メールマガジンの編集後記内で募集しているものであり、国土交通省公認のキャラク

ターを応募しているものではありません。 

 

 

★全国に是非とも共有したい情報等ございましたら、下記問い合わせ先または最寄り

の地方運輸局企画観光部交通企画課まで御連絡ください。 

 

【問い合わせ先】 

国土交通省総合政策局公共交通政策部交通計画課    菊 地 

〒100-8918 東京都千代田区霞が関 2-1-3(中央合同庁舎 3 号館 3 階) 

ＴＥＬ  ： 03-5253-8275 (直通)     FAＸ  ： 03-5253-1513 

Ｅ-mail ： koutukeikaku_joho@mlit.go.jp 

国土交通省ＨＰ（情報発信のページ） ： 

 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_tk_000039.html   
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